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別表十六(三)
｢32｣又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」の施行日（令和８年５月22日）以後に終了する事業年度用

(注)　本別表は、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」の施行日（令和８年５月22日）以

　　後に終了する事業年度が対象となります。令和８年４月１日から「二酸化炭素の貯留事

　　業に関する法律」の施行日（令和８年５月22日）の前日までの間に終了する事業年度に

　　ついては、P75をご参照ください。

P78～80参照

P81参照




